
令和３年度 予算総則（抜粋）

第４条 本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委

員会の議決を経て、各項間において、相互に流用することができる。ただし、給与について

は、退職手当・厚生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用することがで

きない。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動に伴い、本予算における

給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に、

事業計画の実施を妨げない範囲において給与の改定を行うとき、及び想定し得ない業務の発

生により、給与又は他の項の支出がやむを得ず予算額に比し増加するときに限り、経営委員

会の議決を経て、給与と他の項の間で相互に流用することができる。 

第５条 本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないときは、同一計画事項の支出

に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り越すことができる。 

２ 前年度予算総則第５条による繰越額は、本年度において、同一計画事項に限り使用するこ

とができる。 

第６条 予備費は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない。 

２ 予備費を使用する場合は、経営委員会の議決を経なければならない。 

第７条 事業量の増加等により、収入が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委

員会の議決を経て、その一部又は全部を事業のため直接必要とする経費の支出若しくは特別

支出、又は設備の新設、改善に充てることができる。 

（ 資 料 ） 


